
令和2年10月10日

各支部長・分会長　様

岐阜県弓道連盟

会長　太田明伯

　　 担当副会長　鷲見文彦

　　　清秋の候、貴支部・分会におかれましては益々ご清栄のことと存じます。

　　日頃は弓道発展のためにご尽力、ご協力いただきまして誠に有難うございます。

　　新型コロナの影響により中止となっておりました本年度の地方審査会について、全日本弓道連盟の指導により

　　下記の要項にて実施可能となりましたのでご配意方、よろしくお願い申しあげます。

記

　◇三密を回避するために、通常とは異なる形態で行いますので特に注意をしてください。

1 日　　時 ① 令和２年１２月１３日（日）　開始時間は別途周知します。

② 令和３年　２月２１日（日）　開始時間は別途周知します。

2 審査会場 ① 可児市弓道場　（無指定から四段まで）

　可児市谷迫間138-2　　　☎0574-63-6118

② 岐阜メモリアルセンター長良川弓道場　（無指定から五段まで）

　岐阜市長良福光2675-28　　　☎058-233-8822

3 受審資格 ・県連、支部、分会の会員で、(公財)全日本弓道連盟の会員ＩＤを取得している者。

　（非会員は、事前に会員ＩＤを取得するとともに岐阜県連会費の納入も行うこと。）

・審査施行日が、現在の段位取得から満五ヶ月を経過していること。

・高校生以下の者はビデオ審査のみとの指導のため、①②の受審は出来ません。

  但し、高校生以下で参段、四段の受審を希望する者は学校長の許可があれば可とします。

4 申込方法 ・所定の審査申込書と審査料を同封して支部・分会ごとでまとめて現金書留で申し込みをしてください。

・所属の支部長（分会長）、学生は保護者ならびに顧問の承認印が必要です。

5 申込先 審査事務局　　　西部　好剛　　宛

6 申込締切 令和２年　１１月　２４日（火）　（令和２年１２月１３日の審査分）

令和３年　  ２月　 １日（月）　（令和３年２月２１日の審査分）　

7 審査種別 ・無指定から五段まで　全員行射審査を実施します。

・初段候補及び初段から五段までは学科試験を行います。

（初段候補以外は事前提示の当該受審種別の学科問題のレポートを審査当日受付に提出すること。）

　学科の答案用紙は岐阜県弓道連盟のホームページの様式をA４用紙に印刷して使用してください。

8 審査料 無指定・級位　1,030円　　初段　2,050円　　弐段　3,100円

　　参段　4,100円　　四段　5,100円　　五段　6,200円

令和２年度　地方審査実施について



9 登録料 ・合格者は、登録料、事務管理料を申し込みをした審査事務局に納入してください。

・無指定で初段候補となった者は、上記の他に審査料の差額1,020円を納入してください。

10 その他 ・開会式は行ないませんので、各種別ごとの受付開始時間前には来場しないでください。

　（種別ごとの受付および審査の開始時間は受審者数が決定次第県連ホームページに掲載します）

・当該審査開始時間に間に合うように受付を済ませてください。

・審査当日に各自の受審番号を確認し、答案用紙の受審番号欄に記載して受付に提出をしてください。

・合否結果は後日連絡をしますので術科審査終了後は直ちに会場から退去してください。

・無指定で初段候補となった者は、結果の連絡時に提示された学科問題のレポートを指定様式の

　用紙に記載し申し込みをした審査事務局に登録料等と併せて１週間以内に提出してください。

・四段までの受審者の服装は弓道衣で行います。

　　（四段審査は和服ではありませんのでご注意ください。）

・五段受審者の服装は和服とし、本座で肌脱ぎ、襷掛けを行ないます。

・会場の更衣室は狭いですので、可能な限り自宅から着替えてお越しください。

・２月２１日の審査は受審人数によっては２射場になる場合があります。

・各種別の集合時間と審査開始時間、および災害等で審査を中止とする場合は、

　岐阜県弓道連盟ホームページに掲載しますので

　http://www.gifu-kyudo.com/index.html　でご確認下さい。

学科問題 初段 １、「基本の姿勢と動作の様式（基本の姿勢4つ、基本の動作8つ）」を列記し、
(レポート形式） 　　「坐しての回り方(開き足）」について説明しなさい。

２、弓道を通じてどのようなことを学びたいと思いますか。

弐段 １、動作の注意点について説明しなさい。
２、弓道を学んで感じていることを述べなさい。

参段 １、「射法・射技の基本」を列挙し、「目づかい」について説明しなさい。
２、「審査を受ける心構え」について述べなさい。

四段 １、「詰合い・伸合い」について説明しなさい。
２、指導時に心掛ける危険防止について述べなさい。

五段 １、「詰合い・伸合い」について説明しなさい。
２、各種「ハラスメント」についてどのようなことを心掛けていますか。

答案提出 初段候補以外の段位受審者は、上記受審種別の学科問題のレポートを指定の用紙に
解答し審査当日の受付に提出すること。


